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第１章 耐震改修促進計画の趣旨 
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第１章 耐震改修促進計画の趣旨 

１．計画策定の目的 

平成 17 年の耐震改修促進法の改正を受けて、地震による建築物倒壊などの被

害から市民の生命、身体及び財産を保護するために、福岡県や関係団体と連携し

て既存建築物の耐震診断や改修を総合的かつ計画的に促進することを目的とし

て「小郡市耐震改修促進計画」を策定した。 

その後の東日本大震災や熊本地震の発生、平成 25 年 11 月の耐震改修促進法

の改正など、建築物の耐震化を取り巻く社会動向を踏まえ、さらに建築物の耐震

化を促進するため令和 3 年 3 月に本計画の見直しを行った。 

令和 3 年 12 月の国の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針（以下「基本方針」という。）の改正など、耐震化の目標を踏まえた計画

とするため本計画の見直しを行う。 
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２．耐震化を取り巻く社会動向 

（１）建築物の耐震に関する施策の変遷 

建築基準法制定以降の我が国における主な地震と建築物の耐震に関する施策

の変遷を時系列で整理すると以下のとおりとなる。 

昭和 43 年の十勝沖地震及び昭和 53 年の宮城県沖地震の発生を契機として、

昭和 56 年６月に新耐震基準が施行、同様に平成７年に発生した阪神・淡路大震

災を契機として、同年 12 月に耐震改修促進法が施行されている。さらに、福岡

県西方沖地震などの大地震の頻発等を背景として、平成 18 年１月に改正耐震改

修促進法が施行された。 

さらに、平成 23 年３月に発生した東日本大震を契機として、平成 25 年 11

月、平成３１年１月に耐震改修促進法が改正され現在に至っている。 
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主な地震 施策の変遷 

新潟地震 S39Ḙ
十勝沖地震 S43Ḙ

宮城県沖地震 S53Ḙ

H7.1Ḙ
阪神・淡路大震災 

H16.10Ḙ
新潟県中越地震 

H17.3.20Ḙ
福岡県西方沖地震 

H17.7.23Ḙ
千葉県北西部地震 

H17.8.16Ḙ
宮城県沖の地震 

H19.3.25Ḙ
能登半島地震 

H23.3.11Ḙ
東日本大震災 

H26.11.22Ḙ
長野県北部地震 

 
 

 
H28.４.14Ḙ

熊本地震 
H30.6.18Ḙ 

大阪府北部地震 
H30.9.6Ḙ 

北海道胆振 
東部地震 
R1.6.18Ḙ 

山形県沖地震 
R4.3.16Ḙ 

福島県沖地震 
R5.5.5Ḙ 

石川県能登地震 
 

ḘS25 《建築基準法制定》 
ḘS34 ・規定を全般に見直し 
 
 
ḘS46 ・RC 造の基準見直し・強化 
 
ḘS56.6 ・新耐震基準施行 
 
 
ḘH7 《耐震改修促進法 12 月施行》 
 ・マンション等の耐震診断・改修の補助制度創設 
ḘH10 ・戸建て住宅等の耐震診断の補助制度の創設 
ḘH12 ・住宅性能表示制度の開始（耐震等級の表示） 
ḘH14 ・戸建て住宅等の耐震改修の補助制度の創設 
 ・耐震改修工事を住宅ローン減税制度の対象に追加 
ḘH16 ・耐震改修事業の対象地域等の拡充 

・住宅金融公庫融資の耐震改修工事に対する金利の 
優遇開始 

ḘH17.2.25 ・住宅・建築物の地震防災推進会議の設置 
 
 
ḘH17.3.30 ・中央防災会議「地震防災戦略決定」 

・今後 10 年間で東海地震等の死者数及び経済被害を 
半減させることを目標 

・この目標達成のため、住宅の耐震化率を現状 75％か 
ら９割とすることが必要 

ḘH17.6.10 ・住宅・建築物の地震防災推進会議による提言 
・住宅特定建築物の耐震化率を現状の 75％から９割 

とすることを目標 
 ・耐震改修促進法等の制度の充実、強化 
 ・支援制度の拡充、強化 
 ・所有者等に対する普及、啓発 
 ・地震保険の活用推進 等 
 
ḘH17.9.27 ・中央防災会議「建築物の耐震化緊急対策方針」 

・建築物の耐震化について、社会全体の国家的な緊急 
課題として全国的に緊急かつ強力に実施 

・耐震改修促進法の見直しに直ちに取り組む 
・学校、庁舎、病院等公共建築物等の耐震化の促進等 

ḘH17.10.28 ・特別国会において改正耐震改修促進法成立 
ḘH17.11.7 ・改正耐震改修促進法公布 
ḘH18.1.25 ・関係政省令、基本方針等の公布 
ḘH18.1.26 ・改正耐震改修促進法の施行 
ḘH19.3 ・福岡県耐震改修促進計画策定 
 
 
ḘH23.9.28 ・中央防災会議 
         「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」

報告 
ḘH25.11.25 《改正耐震改修促進法の施行》 
ḘH25.12.11 ・国土強靭化基本法施行 

ḘH26.6.3 ・国土強靭化基本計画閣議決定 
 
 
 
ḘH27. 6.16  ・国土強靭化アクションプラン 2015 決定 
ḘH28.３.25 ・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の公布 
 
 
ḘH28.4       ・福岡県耐震改修促進計画の改定 
ḘH30.6.5     ・国土強靱化アクションプラン 2018 決定 
 
 
 
ḘH31.1.1   《改正耐震改修促進法政令の施行》 
 
 
 
ḘR4.6.21    ・国土強靭化年次計画 2022 決定 
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耐震改修促進法の改正（平成 18 年１月） 

（２）耐震改修促進法改正の概要 

南海トラフの巨大地震などが、最大クラスの規模で発生した場合の被害想定で、
東日本大震災を超える甚大な被害が予想され、また、その発生の切迫性が指摘さ
れていることなどから、耐震改修促進法が改正され、平成 25 年 11 月より施行
されている。 

改正の概要は下図に示されるとおりであり、「計画的な耐震化の推進」、「建築物
に対する指導等の強化」、「支援措置の拡充」がポイントとしてあげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震改修促進法の改正（平成 25 年 11 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震改修促進法の制定（平成７年 10 月） 

新潟県中越地震や福岡県西方沖地震など大地震の頻発 

どこで地震が発生してもおかしくない状況 

東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の発生の切迫性 

いつ地震が発生してもおかしくない状況 

中央防災会議「地震防災戦略」 

東海・東南海・南海地震の 

死者数等を 10 年後に半減 

地震防災推進会議の提言 

住宅及び特定建築物の耐震化率の目標 

約 75％→９割 

切迫 

頻発 

 

○耐震診断の義務化・診断結果の公表 

 ・要緊急安全確認大規模建築物（大規模特定建築物） 

 ・要安全確認計画記載建築物（通行障害建築物、防災拠点建築物） 

〇すべての建築物の耐震化促進 

 ・耐震診断、必要に応じた耐震改修の努力義務 

南海トラフの巨大地震や首都直下型地震が最大規模で発生した場合、東日本 

大震災を超える甚大な人的・物的被害の発生がほぼ確実視 

※南海トラフ被害想定（H24.8 内閣府） 

    物的被害約 94～240 万棟、死者約 3～32 万人  

甚大 

社会資本整備整備審議会（第一次答申）～住宅・建築物の耐震化促進のあり方～ 

  〇支援の充実 〇耐震診断の徹底 等 

 

計画的な耐震化の推進 建築物に対する指導等の強化 支援措置の拡充 

建築物耐震化促進のための規制強化 

 

○耐震改修計画の認定基準の緩和 

〇区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 

〇耐震性にかかる表示制度の創設 

建築物耐震化の円滑な促進のための措置 

改
正
の
ポ
イ
ン
ト 
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本計画は、耐震改修促進法に定められた基本方針（建築物の耐震診断及び耐震改

修の促進を図るための基本的な方針【法第４条】）を踏まえ策定するもので、建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、耐震化の目標や施策、建築物の地

震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及などの事項を定め、小郡市

内の耐震診断・改修の促進に関する施策の方向性を示す計画として位置づける。 

計画の推進にあたっては、「小郡市地域防災計画」等に定められている防災関連

施策との整合を図るものとする。 

 

 

◆計画の期間は令和７年までとする。 

◆必要に応じて計画の見直しを行う。 

３．計画の位置づけ 

（１）位置づけと役割 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

 

 

 

 

 

（３）計画の構成 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけと役割 

建築物の耐震改修の 
促進に関する法律 

地方自治法 

福岡県耐震改修促進計画 

小郡市 

地域防災計画 

小郡市 

総合計画 

建築物の耐震診断・耐震改修の促進 

 

◆建築物の耐震化の目標 

◆耐震化の促進施策 

◆啓発知識の普及に関する施策  

◆法に基づく指導や命令等 

小郡市耐震改修促進計画 

計画の期間 

福岡県 

地域防災計画 

災害対策基本法 

福岡県 

総合計画 

 

 

計画の構成 

小郡市耐震改修促進計画 

 

１．耐震改修促進計画の趣旨 

２．小郡市における耐震化の課題 

３．耐震改修促進計画 

４．計画の実現に向けて 
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第２章  
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第２章 小郡市における耐震化の課題 

１．想定される地震規模と被害の想定 

（１）福岡県における既住地震 

福岡県における既住地震の概要は下表のとおりであり、2005（H17）年３月

20 日に発生した福岡県西方沖地震、2016（H28）年４月に発生した熊本地震

では、小郡市において震度 5 弱を観測した。 

 

●直近の福岡県における既往地震 

2005 年（平成 17 年）福岡県西方沖地震（福岡県地域防災計画） 
年月日 Ｍ 被害の概要 

2005 年 3 月 20 日 7 
福岡市を中心に被害。死者 1 名 重傷者 197 名 軽傷者 989 名 
住家被害全壊 143 棟、半壊 352 棟、一部損壊 9,185 棟 
福岡県 最大震度 6 弱 

 

2016 年（平成 28 年）熊本地震（福岡県地域防災計画） 
年月日 Ｍ 被害の概要 

2016 年 4 月 14 日 7.3 

熊本市を中心に被害。 

福岡県 最大震度 5 強。県内の住宅被害 半壊 1 棟 一部損壊 230 棟 
 

 

 

●過去の福岡県における主な地震は次のとおりである。 （日本被害地震総覧より） 

年月日 Ｍ 被害の概要 

679 年 12 月 6.5-7.5 家屋倒壊、幅２丈（6m）、長さ 3000 余丈（10km）の地割れ 

1706 年 11 月 26 日  
7 回地震、うち 2 回強く、久留米、柳川で強い揺れの為、掘の水の揺り上げ、
魚死す 

1848 年 1 月 10 日 5.9 柳川で家屋倒壊あり 

1872 年 3 月 14 日 7.1 久留米で液状化による被害 

1898 年 8 月 10 日  

糸島半島で負傷者 3 名、家屋、神社、土蔵破損。 
12 日 8:36（M5.8）にも余震 

12 日の地震で福岡市で家屋、土蔵の壁に亀裂。早島郡行き、金部村で土蔵被
害 

1929 年 8 月 8 日 5.1 
雷山付近。震央付近で壁亀裂崖崩れ 
震度３ 福岡 佐賀 厳原 

1930 年 2 月 5 日 5.0 
雷山付近。小崖崩れ、地割れ。（７日 12:35 強い余震） 
震度３ 福岡 佐賀 厳原 

1941 年 11 月 19 日 7.2 

宮崎県を中心に大分、熊本、愛媛でも被害。宮崎ではほとんどの家の壁に亀
裂。人吉で死者 1 名、負傷者 5 名、家屋全壊 6 棟、半壊 11 棟等の被害。日

向灘沿岸では津波最大 1m で船舶に若干の被害。 
震度５ 宮崎 人吉 
震度４ 福岡 熊本 大分 

震度３ 飯塚 

1966 年 11 月 12 日 5.5 
屋根瓦や壁の崩壊。 
震度３ 福岡 熊本 佐賀 雲仙、日田 

1968 年 8 月 6 日 6.6 

愛媛県を中心に、船舶、通信、鉄道に小被害。宇和島で重油でタンクのパイ
プ破損し、重油 170kl が海上に流出 
震度５ 大分 

震度４ 福岡 山口 宮崎 延岡 
熊本 阿蘇山 鹿児島 
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震度３ 飯塚 下関 佐賀 日田、都城 

1991 年 10 月 28 日 6.0 

文教施設に若干の被害 

震度 4 福岡 
震度 3 飯塚 大分 佐賀 下関 山口 萩 

1990 年 10 月 19 日 6.6 

有感範囲は福井市までと広範囲にわたったが、被害は宮崎・大分県などで棚
のもの落下程度。飫肥城大手門・松尾の丸などで瓦が数百枚落ちた。沿岸で

波高 10cm 程度の小津波。 
震度５ 宮崎 鹿児島 

1997 年 6 月 25 日 6.6 
軽傷 2 名、家屋全壊 1 棟、半壊 2 棟、一部損壊 176 棟。水道断水は、阿東町、
むつみ村の 2 町村でピーク時 90 戸。 
震度６強 益田市 震度４  福岡 

（２）小郡市における想定地震 

小郡市に関する想定地震については、近くにある水縄断層、警固断層（南東部）、

宇美断層等を震源とした地震が想定される。 

「福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）平成 24 年５月 30 日」に示され

ている想定地震は次のとおりとなっている。 

 

【想定地震】 

●もし活動すれば県内４地域の拠点都市である福岡市、北九州市、飯塚市、久留

米市に最も大きな影響を及ぼすと考えられる活断層を想定した。 

●想定震源断層は、下図の断層のうち、福岡市に影響を及ぼすと考えられる警固

断層（南東部）、北九州市に影響を及ぼすと考えられる小倉東断層、飯塚市に影

響を及ぼすと考えられる西山断層、久留米市に影響を及ぼすと考えられる水縄

断層の４つである。 

●活断層の存在が確認されていない地域においても、地震が発生する可能性があ

ることから、全市町村について直下型地震を想定した。 

●想定地震の震源断層パラメーター 

 

活断層 
警固断層南東

部 

小倉東 

断層 

西山 

断層 

水縄 

断層 

地表に活断層が 

現れていない地域 

震源断層長さ（km） 27 17 31 26 各市町村の直下

10km 震源断層幅（km） 15 8.5 15 15 

想定マグニチュード

（M） 
7.2 6.9 7.3 7.2 6.9 
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【福岡県の断層】 

 

出典：福岡県地域防災計画 

警固断層（南東部） 

水縄断層 

福智山断層 

日向峠－小笠木峠断層帯  

小倉東断層 

宇美断層 

西山断層 

西山断層（延長部

警固断層（北西部） 

西山断層帯(嘉麻峠区間) 
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（３）ゆれやすさマップ 

下の図は、福岡県における表層地盤（構造物の支持力を発揮する地表面直下に

分布する地層または岩盤。）のゆれやすさをマップにしたものである。一般に地震

の規模（マグチュード）が大きいほど、また、震源から近いほど地震によるゆれ

は大きくなる。しかし、マグニチュードや震源からの距離が同じであっても、表

層地盤の違いによってゆれの強さは大きく異なり、表層地盤がやわらかい場所で

は、かたい場所に比べてゆれは大きくなる。この現象を「表層地盤のゆれやすさ」

と表現している。 

特にゆれやすい地域の場合は、家具の固定、住宅の耐震診断や耐震補強などの

対策を優先的に行うなど、日頃の地震への備えとすることが必要である。 

 

【表層地盤ゆれやすさマップ】 

 

出典：内閣府防災担当（都道府県別表層地盤のゆれやすさマップ） 
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（４）小郡市における想定被害 

「福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）平成 24 年５月 30 日」に示され

ている想定地震及び想定被害による被害想定は次のとおり。 

 

【想定被害】 

●活動した場合に県内４地域の主要都市（福岡市、北九州市、飯塚市、久留米市）

に重大な被害を及ぼすと想定される４つの想定震源断層の予測被害は下表のと

おりである。 

算定条件は、冬季の夕刻（午後５時～６時）、風速４ｍ／秒である。 

*1 高速道路はインターチェンジ間などで不通箇所を生じる可能性が予測された場合、当該

区間延長の合計を示している。 

*2 各活断層の被害想定については、両端及び中央部から破壊を開始した３パターンの被害

を算出したが、この表には建物被害が一番多い破壊開始点から算出被害を掲示した。な

お、掲示した破壊開始点は震源断層の欄に括弧書きで示している。 

 

 

震源断層 

想定項目 

小倉東断層 

（中央下部） 

西山断層 

（北西端下部） 

警固断層 

南東部 

（北西端下部） 

水縄断層 

（中央下部） 

建
物
被
害
（
棟
） 

全
壊
（
大
破
） 

木造 6,504 12,526 16,291 23,951 

非木造 603 855 1,676 1,621 

計 7,107 13,381 17,967 25,572 

半
壊
（
中
破
） 

木造 5,458 12,655 12,864 10,251 

非木造 795 1,169 2,157 1,304 

計 6,253 13,824 15,021 11,555 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
被
害
（
箇
所
） 

上水道 1,079 2,853 2,993 1,947 

下水道 331 200 650 517 

都市ガス管 123 23 159 33 

配電柱 54 100 141 164 

電話柱 42 88 140 144 

道
路 

高速道路*1 

（km） 
78 52 120 103 

国県道路 71 176 155 152 

鉄道 163 365 346 263 

湾岸係留施設 

（km） 
66.3 91.9 62.5 30.9 

火
災 

炎上出火 

（件数） 
26 53 74 95 

延焼による焼失 

（棟数） 
4 6 10 19 

人
的
被
害
（
人
） 

死者 486 844 1,183 1,482 

負傷者 6,634 21,678 22,508 23,254 

要救出者 3,946 3,967 7,160 6,700 

要後方医療 

搬送者数 
664 2,165 2,254 2,327 

避難者数 22,899 23,025 41,425 39,713 
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●建物被害の概要 

建物棟数が多く、かつ地震動等が大きい水縄断層の想定で、最も大きい被害が

予測されており、久留米市や八女市を中心に木造建物が全壊 23,951 棟、半壊

10,251 棟、非木造建物が全壊 1,621 棟、半壊 1,304 棟と予測される。 

小倉東断層の想定では、北九州市内を中心に木造建物が全壊 6,504 棟、半壊

5,458 棟、非木造建物が全壊 603 棟、半壊 795 棟と予測される。 

西山断層の想定では、筑豊地方などを中心に木造建物が全壊 12,526 棟、半壊

12,655 棟、非木造建物が全壊 855 棟、半壊 1,169 棟と予測される。 

警固断層南東部の想定では、福岡市などを中心に木造建物が全壊 16,291 棟、

半壊 12,864 棟、非木造建物が全壊 1,676 棟、半壊 2,157 棟と予測される。 

 

●本市の直下型被害想定については「地震に関する防災アセスメント調査報告書」

（平成 24 年３月 福岡県）から。 

 

【断層別の地震による市内建物被害の要諦結果】 

出典：「福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書」平成 24 年 3 月 

 

断層 

木造被害数

（棟）  

非木造被害数（棟） 合計（棟） 木造建物 非木造建物 

全壊 半壊 

ＳＲＣ造・ＲＣ造 Ｓ造 軽量鉄骨造 その他 小計 全壊 

・大

破 

半壊 

・中

破 

被害率（％） 被害率（％） 

大破 中波 大破 中波 大破 中波 大破 中波 大破 中波 全壊 半壊 全壊 半壊 

西山断層（破壊開始：南東下

部） 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

西山断層（破壊開始：中央下

部） 
33 74 0 0 0 0 1 3 2 4 3 7 36 81 0.2% 0.4% 0.0% 0.1% 

西山断層（破壊開始：北西下

部） 
104 100 0 0 0 0 5 6 5 5 10 11 114 111 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 

警固断層（南東部） 

（破壊開始：南東下部） 
6 27 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 6 30 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

警固断層（南東部） 

（破壊開始：中央下部） 
152 123 0 0 0 0 7 7 7 6 14 13 166 136 0.7% 0.6% 0.2% 0.2% 

警固断層（南東部） 

（破壊開始：北西下部） 
316 179 0 8 0 0 13 12 13 8 26 28 342 207 1.5% 0.9% 0.3% 0.4% 

水縄断層（破壊開始：北東下

部） 
372 196 1 15 0 0 17 15 14 8 32 38 404 234 1.8% 1.0% 0.4% 0.5% 

水縄断層（破壊開始：中央下

部） 
401 202 1 19 0 1 19 16 15 8 35 44 436 246 2.0% 1.0% 0.4% 0.6% 

水縄断層（破壊開始：南西下

部） 
163 144 0 0 0 0 6 7 6 6 12 13 175 157 0.8% 0.7% 0.2% 0.2% 

基盤一定 Ｍ6.9 深さ 10km 
256 156 0 3 0 0 10 9 10 7 20 19 276 175 1.3% 0.8% 0.3% 0.2% 
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２．耐震化の現状 

（１）指導・助言・指示の対象となる「特定既存不適格建築物」の一覧 

耐震改修促進計画法第１５条第 1 項に規定される、指導・助言及び第１５条第

2 項に規定される、指示の対象となる特定既存不適格建築物は下表のとおり。 

 

用途 
特定建築物の規模要件 指示対象となる 

特定建築物の 
規模要件 

階数 面積 

不
特
定
多
数
の
も
の
が
利
用
す
る
建
築
物 

幼稚園、保育所 
2 以上 

500 ㎡以上 750 ㎡以上 

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、 
特別支援学校（屋内運動場を含む） 

1,000 ㎡以上 

1,500 ㎡以上 

上記以外の学校 3 以上  

老人ホーム、老人短期入所施設、 
身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

2 以上 

2,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、 
身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 
ボーリング場、スケート場、水泳場 
その他これらに類する運動施設 

3 以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂、 

展示場 

卸売市場  

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
2,000 ㎡以上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿 
 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

2,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、 
ダンスホールその他これらに類するもの 
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行 
その他これらに類するサービス業を営む店舗 
工場（危険物の貯蔵場 
又は処理場の用途に供する建築物を除く） 

 

車両の停車場又は船舶若しくは 
航空機の発着所を構成する建築物で 
旅客の乗降又は待合いのように供するもの 

2,000 ㎡以上 
自動車車庫その他の自動車又は 
自転車の停留又は駐車のための施設 
郵便局、保健所、税務署その他これらに類する 
公益上必要な建築物 

体育館（一般公共の用途に供されるもの） 1 以上 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
政令で定める数量以上の危
険 物 を貯 蔵 、処 理 する全 て
の建築物 

500 ㎡以上 

多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物 全ての建築物  
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（２）特定建築物の耐震化の状況 

①多数の者が利用する特定建築物（耐震改修促進法第 14 条第 1 項） 

市内で、不特定多数の者が利用する特定建築物の耐震化の現状は以下のとおり

である。（令和 4 年度末時点） 

区分 
昭和 57 年以降

の建築物〔A〕 

昭和 56 年以前の 

建築物〔B〕 建築物数 

〔D=A+B〕 

耐震性あり 

〔E=A+C〕 

耐震化率 

〔F=E/D*100〕  うち耐震性あり

〔C〕 

公 共 特 定 建 築

物 
59 

 40 
99 99 100% 

 40 

民 間 特 定 建 築

物 
77 

 5 
82 80 97.6% 

 3 

特定建築物計 136 
 45 

181 179 98.9% 
 43 

注：小郡市税務課資産税台帳データ及び小郡市財産台帳より集 民間特定建築物の耐震化の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定建築物とは？ 

 本計画において、特定既存不適格建築物の略称として利用するもの。多数の者が利

用する建築物のうち一定規模以上の建築物をいう。 

公共特定建築物の耐震化の現状 

昭和 57 年以降の建築物 

昭和 56 年以前建築 

（うち耐震性あり） 

昭和 56 年以前建築 

（うち耐震性に劣る） 

民間特定建築物の耐震化の現状 

特定建築物全体の耐震化の現状 

59 棟 
59.6％ 

40 棟 
40.4％ 

77 棟 
93.9％ 

136 棟 
75.1％ 

3 棟 
3.7％ 

2 棟 
2.4％ 

43 棟 
24.8％ 

2 棟 
0.1％ 

耐震化率は 
100％ 

耐震化率は 
97.6％ 

耐震化率は 
98.9％ 



 

 19

 

②危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物 

（耐震改修促進法第１4 条第２号） 
 

◆市内の危険物の貯蔵場等の用途に利用する特定建築物の耐震化の現状は以下

のとおりである。 

危険物貯蔵・処理施設の棟数 20 棟 

 

③多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物 

（耐震改修促進法第 14 条第３号） 

 

◆対象建築物 

耐震改修促進法第５条第3項第２号に規定される「地震によって倒壊した場合

においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とす

るおそれがあるものとして政令で定める建築物（通行障害既存不適格建築物、以

下「通行障害建築物」という。）」。 

具体的には、次項の「道路の指定の考え方」に基づく道路に敷地が接する建築

物で、以下の耐震改修促進法施行令第 4 条に規定される建築物が該当する。 

 

【通行障害建築物の要件】 

◇耐震改修促進法施行令 第４条 

法第５条第３項第２号の政令で定められる建築物は、次に掲げるものとする。 

一 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、

次のイ又はロに掲げる当該前面道路の幅員に応じ、次のイ又はロに定める距離を加え

たものを超える建築物。 

イ 12 メートル以下の場合 6 メートル 

ロ 12 メートルを超える場合 前面道路の幅員の 2 分の 1 に相当する距離 

二 その前面道路に面する部分の長さが 25 メートルを超え、かつ、その前面道路に面す

る部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当

該前面道路の幅員の 2 分の 1 に相当する距離を加えた数値を 2.5 で除して得た数値

を超える組積造の塀であって建築物に附属するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

①前面道路幅員が 12ｍを超える場合 

 幅員の 1/2 の高さを超える建築物  

②前面道路幅員が 12ｍ以下の場合 

 ６ｍの高さを超える建築物 

道路閉塞させる住宅・建築物 
 ※多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある住宅・建築

物

通行障害建築物に追加されるブロック塀等 
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 ◆道路の指定の考え方  

耐震改修促進法第５条第３項第３号の規定により、福岡県建築物耐震改修促進

計画に指定する道路で以下のものを対象とする。  

①広域的な緊急輸送手段を確保するために、福岡県「緊急輸送道路ネットワーク

計画」に定められる第１次及び第2次緊急輸送道路ネットワーク（高速道路を

除く）に該当する道路。 

②避難路や密集市街地内の狭隘道路など、地域レベルの災害対策上重要な道路で、

市町村の地域防災計画並びに耐震改修促進計画において位置づけられた道路。 

 

 昭和 57 年 

以降の建築物 

（Ａ） 

昭和 56 年 

以前の建築物 

（Ｂ） 

全建築物数 

 

（Ｃ=Ａ＋Ｂ） 

耐震化率 

 

（Ｄ=Ａ／Ｃ*100） 

小郡市     0   0     0 ― 

福岡県 1,473 512 1,985 74.2 

    

 ◇耐震改修促進法 第６条第３項第３号 

 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を

妨げ、市町村の区域を超える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止

するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図ることが必要であると認められる場合、当該通行障害

既存不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項。 
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◆緊急輸送道路の状況及び沿道の通行障害建築物の概数は以下のとおり。 

 

区分 

昭和 57 年 

以降の建築物 

（Ａ） 

昭和 56 年 

以前の建築物 

（Ｂ） 

全建築物数 

 

（Ｃ=Ａ＋Ｂ） 

小郡市     0   3     3 

福岡県 4,438 2,023 6,461 

    ※建築年次が不明なものは、全て昭和５６年以前に建設されたものとした。 

 

 （例）福岡県における緊急輸送道路の状況 

出典：福岡県建築物耐震改修促進計画 
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（３）住宅の耐震化の状況 

市内の住宅（木造戸建て住宅及び共同住宅）に関する耐震化率は、以下のとお

りである。（令和 4 年度末時点） 

 

区分 
昭和 57 年以降

の住宅〔A〕 

昭和 56 年以前の 

住宅〔B〕 住宅数 

〔D=A+B〕 

耐震性あり 

建築物数 

〔E=A+C〕 

耐震化率 

〔F=E/D*100〕  うち耐震性あり 

〔C〕 

木造戸建て 

住宅 
11,303 

 6,092 
17,395 13,606 78.2％ 

 2,303 

共同住宅等 4,603 
 645 

5,248 5,028 95.8％ 
 425 

住宅計 15,906 
 6,737 

22,643 18,634 82.3％ 
 2,728 

注：小郡市資産税台帳データ及び小郡市財産台帳より集計 

耐震性あり住宅数は、国土交通省調査結果の割合を準用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 57 年以降の建築物 

昭和 56 年以前建築 

（うち耐震性あり） 

昭和 56 年以前建築 

（うち耐震性に劣る） 

木造戸建て住宅の耐震化の現状 共同住宅等の耐震化の現状 

住宅全体の耐震化の現状 

耐震化率は 
78.2％ 

耐震化率は 
95.8％ 

耐震化率は 
82.3％ 

4603 棟 

87.7％ 

425 棟 

8.1％ 

220 棟 

4.2％ 

3,789 棟 

21.8％ 

2,303 棟 

13.2％ 

11,303 棟 

65.0％ 

15,906 棟 

70.2％ 

2,728 棟 

12.1％ 

4,009 棟 

17.7％ 
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３．耐震改修促進に向けた課題 

（１）市の耐震化の課題 

耐震改修促進法の改正及び福岡県耐震改修促進計画や住宅・建築物の耐震化の

状況、耐震化に対する取り組み状況等を踏まえ、耐震化の課題は以下のとおりと

する。 

【耐震改修促進に向けた課題】 

①防災上重要な建築物の耐震化 

公共建築物については、災害時の防災拠点としての機能等が求められるととも

に、民間建築物の耐震化に向けて先導的な役割を果たすため、率先して耐震化を進

める必要がある。そのため、小郡市地域防災計画において避難所に指定されている

学校施設、社会教育施設、地域公民館等の建物については、優先的に耐震化を進め

る必要がある。 

②意識の啓発・知識の普及 

福岡県西方沖地震から 10 年以上経過し、住民の地震に対する意識は低くなって

いるため、広報などを通して再度地震の怖さを思い出し、防災意識を保持すること

が出来るよう、適切な情報提供を継続して行っていく必要がある。 

③耐震化に向けた環境整備 

市民の生命・財産を保護するため、耐震改修促進法や建築基準法等に基づいて行

われる指導等に協力をしていく。また建物所有者の負担軽減のため、各種制度など

の情報提供を行っていく必要がある。 

④建築物全般の安全対策 

建物の耐震化と併せて、ブロック塀等を含めた建築物全般の安全対策を行う必要

がある。また、家具等の転倒防止や、天井材の落下防止など、屋内空間における安

全確保やこれらに対する知識の普及が必要である。 
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（２）市の耐震化のこれまでの取り組み 

【市の耐震化のこれまでの取り組み】 

 

①耐震化の推進 

市が所有する建物の内、学校施設においては、平成 23 年度に耐震化が完了して

いる。また、公共施設や市営住宅など耐震化が済んでいない建物について、耐震診

断・改修を行っている。 

②建築物所有者の意識啓発及び相談体制等の充実 

パンフレットの配布等により、防災意識の普及啓発を行うとともに、耐震化等の

情報を提供している。また、建物の改修などに関する相談等があった場合は、（財）

福岡県建築住宅センターの相談窓口の紹介を行っている。 

③耐震改修促進法の適正な運用 

耐震改修促進法に基づき、県が行う民間特定建築物等への適正な指導に協力して

いる。 

④建築物所有者の負担軽減 

県が行っている木造戸建住宅に対する耐震診断アドバイザー派遣制度の啓発及

び紹介を積極的に行っている。 
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第３章 耐震改修促進計画 
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第３章 耐震改修促進計画 

１．耐震化の目標 

（１）目標設定の考え方 

本市においては、建替え及び耐震改修による建築物の耐震化を推進することを

前提に耐震化の目標を設定する。 

目標設定の基本的な考え方は以下のとおりである。 

 

【目標設定の基本的な考え方】 

●耐震改修法に基づく国の基本方針において、住宅及び特定建築物の耐震化率に

ついて令和７年度までに 95％にすることを目標とするとともに、令和１２年度

までに耐震性が不十分な住宅を、令和７年度を目途に耐震性が不十分な耐震義

務付け対象建築物を、それぞれおおむね解消することを目標としている。 

●目標は、耐震化の現状や自然更新のペース、施策による効果及び国の目標を考

慮し、耐震化率の目標を住宅と特定建築物に区分して設定する。 

 

（２）目標設定の手順 

 目標設定は、住宅及び特定建築物毎におおむね以下の手順で実施しており、自然

更新によって到達する耐震化率の推計値に、施策による効果及び国の目標を考慮

し、耐震化率の目標を設定している。 

 

【特定建築物・住宅の目標設定手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年住宅・土地統計調査 

平成 27 年特定建築物調査(市調査) 

【平成 25 年】住宅数・耐震化率の推計 
【平成 27 年】特定建築物数・耐震化率の推計 

滅失・建替による自然更新 
特定建築物・住宅数の推計 

【令和４年度末】耐震化率の推計 

施策による効果 

国の基本方針 

特定建築物・住宅の耐震化目標の設定 

福岡県建築物耐震改修促進計画 
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【目標設定のイメージ】 

100％ 

 

 

 

 

 

 

  0％ 

    現在         年次       令和７年度 

 

（３）耐震化目標の設定 

市では、特定建築物及び住宅の耐震化の現状から、総括的な目標として令和７

年度末までに以下の耐震化率とすることを目標とする。 

 

特定建築物      令和７年度末迄に耐震化率＝おおむね解消 

住宅         令和 7 年度末迄に耐震化率＝９５％ 

 

 
全棟数 

（戸数） 

S57 以降 

建築棟数 

（戸数） 

S56 以前建築 現状の 

耐震化

率 

（％） 

耐震化率

の目標

〔令和７

年度末〕

（％） 

棟数 

（戸数） 

耐震性 

あり棟数 

（戸数） 

耐震性 

なし棟数 

（戸数） 

住宅 22,643 15,906 6,737 2,728 4,009 82.3 95.0 

特定建築物 181 136 45 43 2 98.9 
おおむね 

解消 

 

※令和７年度の目標達成のため、住宅の耐震改修を 2,877 戸実施する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐
震
化
率 

目標耐震化率 

自然更新 
耐震化率 

施策による効果 
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◆住宅・建築物の所有者自らが耐震

化に努めることを基本とする 

◆耐震化促進のための環境整備と適

切な指導を行う 

２．計画の骨子 

（１）耐震化の基本方針 

住宅・建築物の耐震化については、所有者等が自らの問題、地域の問題という

意識を持って取り組むことが必要である。そのため、市は、所有者等が安心して

耐震診断・耐震改修等に取り組むことができるような環境整備等を検討するもの

とする。 

 

（２）施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震化の課題 

◆防災上重要な建築物の耐震化 

◆意識啓発・知識の普及 

◆耐震化に向けた環境整備 

◆建築物全般の安全対策 

耐震化の目標 

【建築物の用途】 【現状】 【令和７年度末】 

目
標 

特定建築物 

住宅 

98.9％ 

82.3％ 

おおむね解消 

95％ 

耐震化促進計画 

目標達成の基本方針 

公共建築物の耐震化 

民間特定建築物の耐震化 

住宅の耐震化 

耐震改修促進に向けた効果的な普及啓発 

耐震改修促進に資するその他の施策 

計画の実現に向けて 

◆関係主体の役割分担 

◆計画の進行管理 

地震に強い安全で快適な居住環境づくりの実現 

人が輝き、笑顔あふれる 快適緑園都市・おごおり をめざして 

耐震改修促進に向けた相談窓口の設置 
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３．施策の概要 

（１）公共建築物の耐震化 

①公共建築物の耐震化の考え方 

 小郡市地域防災計画に避難場所として位置づけられている地域の施設について

は、計画的に耐震化を促進していく。推進にあたっては、「社会資本総合整備交付

金」等の補助制度等を活用していく。 

不特定多数の者が利用する公共建築物については、倒壊による被害が甚大とな

ることが懸念されることから、重点的に耐震化を図るものとする。 

 

 

【福岡県耐震改修促進計画における公共建築物の機能分類及び対象建築物の一覧】 

 

分類 対象建築物 

防災拠点建築物 

災害時の情報収集・司令等 市役所、区役所、町村役場、支所等 

医療・保健活動、被害者支援 病院、保健所、消防署等 

避難活動支援 避難所(学校、体育館、公民館等) 

災害弱者の安全確保に必要な建築物 社会福祉施設、幼稚園・保育円等 

不特定かつ多数の者が利用する建築物 文化施設、社会教育施設等 

多数の者が利用する建築物 学校、その他建築物 

 

 

 

②耐震化年次計画 

ア 市有建築物の耐震化の考え方 

◇ 本計画に基づいて、市有建築物の管理部局、耐震診断・耐震改修の実施

部局、財政部局などの横断的な取り組みにより耐震化を推進する。 

 

イ 市有建築物の耐震対策 

◇ 対象は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123

号）第６条に規定される特定建築物、並びに災害応急対策活動に必要な建築

物又は多数の市民が利用する建築物で、階数２以上又は面積 200 ㎡を超え

る建築物とする。 

◇ 耐震性能は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的

な方針（平成 18 年国土交通省告示第 184 号）」に示される技術上の指針

によるものとし、災害応急対策活動に必要な建築物及び多数の市民が利用す

る建築物については、地震時及び震後の用途に応じて保有すべき耐震性能の
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確保を目指す。 

◇ 耐震診断は、対象建築物の用途、今後の利用計画等を考慮し、平成 30 年

度までに計画的に実施することを目標とする。 

◇ 耐震改修は、対象建築物の用途、今後の利用計画等を考慮し、令和７年

度までに計画的に実施することを目標とする。なお、建築物の利用上又は費

用効果が得られない等の理由で耐震改修を行うことが適当でない場合は、建

替、解体等の検討を行うものとする。 

【市有建築物の耐震診断・耐震改修の目標】 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 耐震対策の推進 

◇ 市有建築物の所管課は本計画の円滑な実施に努め、関係課等は所管課に

対し必要な情報提供及び指導助言を行うものとする。 

【市有建築物の現状と耐震化率】 

区分 
総棟数 

新耐震 

(S57 以降) 

棟数 

旧耐震 

(S56 以前) 

棟数 

 
耐震化済 

棟数 
耐震化率 耐震性あ

り棟数 

未診断

棟数 

その他

棟数 

A=B+C B C D E F G=B+D H=G/A 

対象建築物 99 59 40 40 0 1 99 100% 

 

 

（２）民間特定建築物の耐震化 

耐震改修促進法第６条では、「多数の者が利用する建築物」、「危険物の貯蔵場等

の用途に供する建築物」、「多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築

物」を特定建築物として規定し、所有者の耐震化への努力義務を課し、耐震改修

促進法第７条において「指導及び助言並びに指示」の対象としている。市では、

所管行政庁である福岡県と連携して耐震化促進を誘導していく。 

耐震診断 

耐震改修 

【H25】 【H30】 【R7】 
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（３）住宅の耐震化 

市は民間建築物の耐震化を図るため、①耐震化に係る啓発、②建築物の所有者へ

の指導・指示等、③耐震改修等に対する支援の 3 つの観点から、総合的な取組みを

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小郡市 

耐震化に係る啓発 

所有者への指導・指示等 耐震改修等に対する支援 

住宅や建築物の耐震化の促進 

総合的な取組み 
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住宅の耐震化については、所有者自ら主体的に取り組めるための支援等を広報

し、県や関係団体と連携を図り耐震化を促進していく。 

①耐震診断については、建築物所有者に対して、「福岡県耐震診断アドバイザー

制度」の活用を広報し、住宅の耐震性への理解を求める。また、耐震診断の

結果、耐震性の劣る住宅には各種情報提供等により耐震化を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②耐震改修については、社会資本整備総合交付金を活用し、耐震改修工事にか

かる費用の一部を助成する事業の創設を検討する。 

 

③耐震改修の促進を図るため、一定条件に適合した耐震改修を実施した場合に、

所得税や固定資産税の減額が受けられる耐震改修促進税制等の情報を積極

的に紹介し、周知に努める。 

 

（４）耐震改修促進に向けた効果的な普及啓発 

建築所有者の防災意識を高めるとともに、福岡県と連携して市民への知識の普

及と啓発に努めていく。 

①地震発生リスクに対する市民の意識を高め、耐震化に向けた具体的な行動に

結びつけるために、防災教育等を実施し、耐震化に対する普及啓発を行う。 

②地震に対する日常的な対策として、家具や電化製品等の転倒防止に有効な金

物等による固定など、手軽に出来る耐震対策を周知していく。 

③福岡県建築指導課や（財）福岡県建築住宅センター、各関係機関との連携強

化により、情報提供の充実を図る。 
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（５）耐震改修促進に向けた相談窓口の設置 

住宅や建築物の耐震化を図る第一歩として、市民や事業者が気軽に相談できる

環境整備を行うことが重要である。また、様々な相談に対して的確に対応するこ

とが必要である。 

①市民や事業者からの相談などに対していつでも適切に対応できるよう、市は

耐震診断及び耐震改修に係る耐震相談窓口を市役所内（都市計画課）に設置

する。 

この窓口では、耐震診断や耐震改修に関する一般的な相談だけではなく、福

岡県や市が実施する耐震化に係る施策や助成の説明やパンフレットの配布な

ど総合的な対応を行う。 

 

（６）耐震改修促進に資するその他の施策 

 

①建築物の総合的な安全対策 

ブロック塀倒壊防止や窓ガラス、屋外広告物等の破損落下防止等の耐震対策

について、所管行政庁である福岡県と連携して改善を促していく。 

 

②ブロック塀倒壊防止等建築全般の安全性の向上 

 福岡県西方沖地震においてブロック塀倒壊による死者が発生したことを受け

て、福岡県では緊急安全点検調査や対策指導等を実施し、啓発用リーフレット

の配布等を行っている。 

 

【ブロック塀等の安全確保に関する補助事業について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②総合的な地震防災対策 

県や関係機関と連携を図りながら、建築物の敷地の崩壊や崖崩れによる被害を

防止する観点から、建築物の耐震化と併せ、自然災害への防災対策を講じていく。 

●道路沿いの危険なブロック塀は、通行人など

市民の安全を守る観点から、撤去・改修が促

進されるよう、除去等に係る補助事業を平成

３１年１月から実施している。 

●補助の対象となる道路については、住宅や事務

所等から、小郡市地域防災計画に掲げる避難所

等へ至る私道を除く経路とする。 

▲啓発用リーフレット 

 (福岡県作成) 
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（７）地震ハザードマップの作成・公表 

地域の危険性に対する市民や事業者の意識啓発を図るため、市は福岡県の「地

震に関する防災アセスメント調査報告書」の結果を活用して地域の危険度を周知

する。 

具体的には、調査結果を町丁目ごとに危険度を表した地図をパンフレット等に

掲載し、全住戸に配布する。 
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第４章 計画の実現に向けて 
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第４章 計画の実現に向けて 

１．関係団体の役割分担 

本計画の実現に向けては、関係する主体の役割と責務を明確にした上で、相互

に連携を図りながら計画を実行に移していく必要がある。 

建築物の耐震化を推進するためには、行政や県民の連携のみならず、建築に関

わる団体等との有機的な連携が不可欠であるため、市民がより身近で活用しやす

い施策の実施体制を整備する。 
 

【関係主体の役割分担のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針の策定 耐震化の計画 耐震化の実施 
耐震化の 

実現 

国 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方

針を定めるとともに、取り組みをできる限り支援する観点から

環境整備を中心に促進策を実施する 

主な役割：○基本方針の設定 ○総括的な支援 ○情報提供 

市民 

（建築物所有者） 

地域防災対策が自らの問題、地

域の問題といった意識を持っ

て、主体的に地震に対する安全

性を確保するとともに、その向

上を図るように努める。 

主な役割：○耐震診断・改修の実

施 

関係団体（建築士会、建築士事務所協会等） 

安全で良質な建築物を所有者に提供する社会的責務を有していることを

認識し、所有者に対する適切な助言等を行うとともに、知識や技術力の向

上に努める。 

主な役割：○所有者への助言 ○情報提供・普及・啓発 

福岡県 

県民の安全を確保することは重要な責務であり、広域的・総合的な観点か

ら、建築物の耐震化に向けた施策を計画的に推進する。 

建築物の所有者として自ら管理する建築物の耐震化に取り組み、市町村・

民間建築物の耐震化を誘導する。 

主な役割：○耐震改修促進計画の策定 

○市町村・県民の取り組みへの支援 

○情報提供・普及・啓発 ○相談窓口 ○人材育成 

○耐震改修計画の認定 

○法に基づく指導・助言・指示等 

小郡市 

住民の安全を確保することは重要な責務であり、住民にもっとも身近な基

礎的自治体として、地域の実情に応じて建築物の耐震化に向けた施策を主

体的かつ計画的に推進する。 

建築物の所有者として自ら管理する建築物の耐震化に取り組み、民間建築

物の耐震化を誘導する。 

主な役割：○耐震改修促進計画の策定 

○住民の取り組みへの支援 

○情報提供・普及・啓発 ○相談窓口 

認定 

指導・助言 

公表等 

相談支援 
連携 

連携 

連携 

連携 連携 

情
報
提
供 

相
談
な
ど 

情
報
提
供
、
助
言
支
援 

相
談
な
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２．計画の進行管理 

耐震化の目標達成のため、定期的に資産税台帳を基に調査を行い、現状の把握

と耐震化率の目標達成の状況を確認し、適宜計画の見直しを行うこととする。 
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資料編 
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資料編 

１．耐震改修促進法 

（１）耐震改修促進法 

建築物の耐震改修の促進に関する法律 

（平成七年十月二十七日法律第百二十三号） 

最終改正：平成三〇年六月二十七日法律第六七号 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財
産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築
物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目
的とする。 
（定義） 

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することを
いう。 

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、
増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域
については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域に
ついては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一
号）第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く
市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とす
る。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・一部改正） 
（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発
を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずる
よう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金
の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理
解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の
普及に努めるものとする。 

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう
努めるものとする。 

（平一七法一二〇・追加） 
第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等 

（平一七法一二〇・追加） 
（基本方針） 

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的
な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 
二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 
三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 
四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本

的な事項 
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五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項
その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項 

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表しなければならない。 

（平一七法一二〇・追加） 
（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断
及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」とい
う。）を定めるものとする。 

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 
二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施

策に関する事項 
三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 
四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築

物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施につい
ての所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必
要な事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号
に定める事項を記載することができる。 
一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保する

ことが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物
（地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規
定（以下「耐震関係規定」という。）に適合しない建築物で同法第三条第二項の
規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。）であるもの（その地震に対す
る安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物（以下「耐震不明建築
物」という。）に限る。）について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を
図ることが必要と認められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係
る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の
建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その
他国土交通省令で定める道路（以下「建築物集合地域通過道路等」という。）に
限る。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難
とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適
格建築物（地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨
げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建
築物（第十四条第三号において「通行障害建築物」という。）であって既存耐震
不適格建築物であるものをいう。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、又
はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当
該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行
障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診
断の結果の報告の期限に関する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集
合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者
の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通
行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と
認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関す
る事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。以下
「特定優良賃貸住宅法」という。）第三条第四号に規定する資格を有する入居者
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をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅（特定優
良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。）を活用
し、第十九条に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住
居を必要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者
を除く。以下「特定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と
認められる場合 特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法
人都市再生機構（以下「機構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」
という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 
機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しよう
とするときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外
に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者）の意見
を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しよ
うとするときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得な
ければならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表
するとともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならな
い。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用す
る。 

（平一七法一二〇・追加、平二三法一〇五・平二五法二〇・一部改正） 
（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築
物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計
画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとす
る。 
一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 
二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

に関する事項 
三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 
四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築

物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施につい
ての所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要
な事項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に
定める事項を記載することができる。 
一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集

合地域通過道路等に限る。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者
の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通
行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行わせ、又はその促進を図
り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存
耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不
適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告
の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集
合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者
の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通
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行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と
認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関す
る事項 

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しな
ければならない。 

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 
（平二五法二〇・追加） 

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 
（平一七法一二〇・旧第二章繰下、平二五法二〇・改称） 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務） 
第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者

は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところによ
り、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。 
一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築

物 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 
二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載

された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるもの
に限る。） 同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載され
た道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限
り、前号に掲げる建築物であるものを除く。） 同項第一号の規定により市町村
耐震改修促進計画に記載された期限 

（平二五法二〇・追加） 
（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等） 

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告
をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、
その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、その旨を公表しなければならない。 

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失が
なくて当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置すること
が著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、耐震診断を自
ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合
においては、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報
告をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を
行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

（平二五法二〇・追加） 
（耐震診断の結果の公表） 

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定
めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定
により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 

（平二五法二〇・追加） 
（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったとき
は、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実
施に要する費用を負担しなければならない。 

２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土
交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要す
る費用を負担しなければならない。 

（平二五法二〇・追加） 
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（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力） 
第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安

全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物
について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

（平二五法二〇・追加） 
（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保
するため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、
基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項（以下「技術指
針事項」という。）を勘案して、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必
要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われてい
ないと認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を
勘案して、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有
者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表すること
ができる。 

（平二五法二〇・追加） 
（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等） 

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に
必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所
有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項（第七条
の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させ、又はその職員に、
要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは要安全確認
計画記載建築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計
画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることが
できる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾
を得なければならない。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
してはならない。 

（平二五法二〇・追加） 
（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認
計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。）
の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、
地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐
震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 
一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人

ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定め
る規模以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のも
のの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修
促進計画に記載された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計
画に記載された道路に接する通行障害建築物 

（平一七法一二〇・旧第二条繰下・一部改正、平二五法二〇・旧第六条繰
下・一部改正） 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等） 
第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確
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な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所
有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び
耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第一号から第三号までに
掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図るこ
とが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの
に限る。）について必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるとき
は、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な
指示をすることができる。 
一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利

用する特定既存耐震不適格建築物 
二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主とし

て利用する特定既存耐震不適格建築物 
三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 
四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有
者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表すること
ができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところ
により、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の
地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不
適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物
の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の
敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検
査について準用する。 

（平一七法一二〇・旧第四条繰下・一部改正、平二五法二〇・旧第七条繰
下・一部改正） 

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等） 
第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震

不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必
要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければな
らない。 

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実
施を確保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者
に対し、技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震
改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

（平二五法二〇・追加） 
第四章 建築物の耐震改修の計画の認定 

（平一七法一二〇・旧第三章繰下） 
（計画の認定） 

第十七条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところによ
り、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ
る。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 建築物の位置 
二 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途 
三 建築物の耐震改修の事業の内容 
四 建築物の耐震改修の事業に関する資金計画 
五 その他国土交通省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、建築物の耐震改修の計画が



 

 48

次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定（以下この章において
「計画の認定」という。）をすることができる。 
一 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに

準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。 
二 前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の事業を確実に遂行するため適切な

ものであること。 
三 第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しく
は条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の規定の適用を受けているも
のである場合において、当該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規模の修
繕（同法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。）又は大規模の模様替
（同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。）をしようとするものであ
り、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若し
くはその敷地の部分が耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは条
例の規定に適合しないこととなるものであるときは、前二号に掲げる基準のほ
か、次に掲げる基準に適合していること。 
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであ

り、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若
しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに基づく命令
若しくは条例の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められる
ものであること。 

ロ 工事の計画（二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては、
それぞれの工事の計画。第五号ロ及び第六号ロにおいて同じ。）に係る建築物
及び建築物の敷地について、交通上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の
危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならないも
のであること。 

四 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物（建築基
準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。）である場合において、当
該建築物について柱若しくは壁を設け、又は柱若しくははりの模様替をすること
により当該建築物が同法第二十七条第二項の規定に適合しないこととなるもので
あるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合して
いること。 
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであ

り、かつ、当該工事により、当該建築物が建築基準法第二十七条第二項の規定
に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認められるもので
あること。 
(1) 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める防火上

の基準に適合していること。 
(2) 工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方

法が国土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。 
五 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該

建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の容積率（延べ面積の
敷地面積に対する割合をいう。）に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しく
は条例の規定（イ及び第八項において「容積率関係規定」という。）に適合しな
いこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲
げる基準に適合していること。 
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであ

り、かつ、当該工事により、当該建築物が容積率関係規定に適合しないことと
なることがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障
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がないと認められるものであること。 
六 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において、当該

建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の建蔽率（建築面積の
敷地面積に対する割合をいう。）に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しく
は条例の規定（イ及び第九項において「建蔽率関係規定」という。）に適合しな
いこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲
げる基準に適合していること。 
イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであ

り、かつ、当該工事により、当該建築物が建蔽率関係規定に適合しないことと
なることがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障
がないと認められるものであること。 

４ 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定に
よる確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合におい
て、計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同
意を得なければならない。 

５ 建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認
又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の耐震改修の計画につい
て計画の認定をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は所管行政
庁が同法第六条第一項の規定による確認を要する建築物の耐震改修の計画について
計画の認定をしようとする場合について準用する。 

６ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建
築物若しくはその敷地の部分（以下この項において「建築物等」という。）につい
ては、建築基準法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、同条第二項
の規定を適用する。 
一 耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項の規定の適用を受け

ている建築物等であって、第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合して
いるものとして計画の認定を受けたもの 

二 計画の認定に係る第三項第三号の建築物等 
７ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物

については、建築基準法第二十七条第二項の規定は、適用しない。 
８ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第五号の建築物

については、容積率関係規定は、適用しない。 
９ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第六号の建築物

については、建蔽率関係規定は、適用しない。 
10 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項の規定

による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合にお
いて、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第六条第一項又は第十八条第三
項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行
政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。 

（平一一法一六〇・一部改正、平一七法一二〇・旧第五条繰下・一部改正、
平二五法二〇・旧第八条繰下・一部改正、平二六法五四・平三〇法六七・一
部改正） 

（計画の変更） 
第十八条 計画の認定を受けた者（第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認定

事業者」という。）は、当該計画の認定を受けた計画の変更（国土交通省令で定め
る軽微な変更を除く。）をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければ
ならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 
（平一一法一六〇・一部改正、平一七法一二〇・旧第六条繰下・一部改正、
平二五法二〇・旧第九条繰下・一部改正） 
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（計画認定建築物に係る報告の徴収） 
第十九条 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画（前条第一項

の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同
じ。）に係る建築物（以下「計画認定建築物」という。）の耐震改修の状況につい
て報告を求めることができる。 

（平一七法一二〇・旧第七条繰下・一部改正、平二五法二〇・旧第十条繰
下・一部改正） 

（改善命令） 
第二十条 所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建

築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期
限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（平一七法一二〇・旧第八条繰下、平二五法二〇・旧第十一条繰下・一部改
正） 

（計画の認定の取消し） 
第二十一条 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、

計画の認定を取り消すことができる。 
（平一七法一二〇・旧第九条繰下、平二五法二〇・旧第十二条繰下） 

第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等 
（平二五法二〇・追加） 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定） 
第二十二条 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に

対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定
を申請することができる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が耐震
関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基
準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 

３ 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物（以下「基準適合認定建築
物」という。）、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定め
るもの（次項において「広告等」という。）に、国土交通省令で定めるところによ
り、当該基準適合認定建築物が前項の認定を受けている旨の表示を付することがで
きる。 

４ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関
する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（平二五法二〇・追加） 
（基準適合認定建築物に係る認定の取消し） 

第二十三条 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第二項の基準に適合しなくな
ったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 

（平二五法二〇・追加） 
（基準適合認定建築物に係る報告、検査等） 

第二十四条 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定める
ところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の
地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建
築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入
り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類
その他の物件を検査させることができる。 

２ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検
査について準用する。 

（平二五法二〇・追加） 
第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等 

（平二五法二〇・追加） 
（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定） 
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第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物（二以上の区分所有者（建物の区分
所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第二条第二項に規定する区分
所有者をいう。以下同じ。）が存する建築物をいう。以下同じ。）の管理者等（同
法第二十五条第一項の規定により選任された管理者（管理者がないときは、同法第
三十四条の規定による集会において指定された区分所有者）又は同法第四十九条第
一項の規定により置かれた理事をいう。）は、国土交通省令で定めるところによ
り、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨
の認定を申請することができる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築
物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基
準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。 

３ 前項の認定を受けた区分所有建築物（以下「要耐震改修認定建築物」という。）
の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の
変更に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及
び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」と
し、同項ただし書の規定は、適用しない。 

（平二五法二〇・追加） 
（要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力） 

第二十六条 要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物につ
いて耐震改修を行うよう努めなければならない。 

（平二五法二〇・追加） 
（要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事
項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をす
ることができる。 

２ 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていない
と認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案
して、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有
者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表すること
ができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところ
により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震
に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改修認定建築
物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち
入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材
料、書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検
査について準用する。 

（平二五法二〇・追加） 
第七章 建築物の耐震改修に係る特例 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第五章繰下） 
（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例） 

第二十八条 第五条第三項第四号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定優良
賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内にお
いて、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住
宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有す
る入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優
良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市
の長。第三項において同じ。）の承認を受けて、その全部又は一部を特定入居者に
賃貸することができる。 
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２ 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、
当該賃貸借を、借地借家法（平成三年法律第九十号）第三十八条第一項の規定によ
る建物の賃貸借（国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限
る。）としなければならない。 

３ 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の規定による都
道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定
の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の耐震改修の促
進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第二十八条第二項の規定」とする。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第十三条繰下・一部改正） 
（機構の業務の特例） 

第二十九条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構によ
る建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内
において、機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十一
条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令で定める建築物（同条第三項第二号
の住宅又は同項第四号の施設であるものに限る。）の耐震診断及び耐震改修の業務
を行うことができる。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第十四条繰下・一部改正） 
（公社の業務の特例） 

第三十条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に公社による
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内に
おいて、公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二十一条
に規定する業務のほか、委託により、住宅の耐震診断及び耐震改修並びに市街地に
おいて自ら又は委託により行った住宅の建設と一体として建設した商店、事務所等
の用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐
震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九
条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業
務及び建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第三十
条第一項に規定する業務」とする。 

（平一七法一二〇・追加、平二三法一〇五・一部改正、平二五法二〇・旧第
十五条繰下・一部改正） 

（独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮） 
第三十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内にお

いて、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の
貸付けについて配慮するものとする。 

（平一七法八二（平一七法一二〇）・全改、平二五法二〇・旧第十六条繰
下・一部改正） 

第八章 耐震改修支援センター 
（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第六章繰下） 

（耐震改修支援センター） 
第三十二条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援すること

を目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であっ
て、第三十四条に規定する業務（以下「支援業務」という。）に関し次に掲げる基
準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援センター（以下
「センター」という。）として指定することができる。 
一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する

計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。 
二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術

的な基礎を有するものであること。 
三 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないも

のであること。 
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四 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援
業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

五 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるもの
であること。 

（平一七法一二〇・追加、平一八法五〇・一部改正、平二五法二〇・旧第十
七条繰下・一部改正） 

（指定の公示等） 
第三十三条 国土交通大臣は、前条の規定による指定（以下単に「指定」という。）

をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公
示しなければならない。 

２ センターは、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更し
ようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣
に届け出なければならない。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなけれ
ばならない。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第十八条繰下） 
（業務） 

第三十四条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及び特定既

存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定
める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を
行うこと。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。 
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第十九条繰下・一部改正） 
（業務の委託） 

第三十五条 センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務
（以下「債務保証業務」という。）のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は
一部を金融機関その他の者に委託することができる。 

２ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該
業務を行うことができる。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十条繰下） 
（債務保証業務規程） 

第三十六条 センターは、債務保証業務に関する規程（以下「債務保証業務規程」と
いう。）を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよう
とするときも、同様とする。 

２ 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 
３ 国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正か

つ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべ
きことを命ずることができる。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十一条繰下） 
（事業計画等） 

第三十七条 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業
務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指定を受けた
日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交通大臣の
認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る
事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大
臣に提出しなければならない。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十二条繰下） 
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（区分経理） 
第三十八条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごと

に経理を区分して整理しなければならない。 
一 債務保証業務及びこれに附帯する業務 
二 第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十三条繰下・一部改正） 
（帳簿の備付け等） 

第三十九条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事
項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければ
ならない。 

２ 前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支
援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十四条繰下） 
（監督命令） 

第四十条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があ
ると認めるときは、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすること
ができる。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十五条繰下） 
（センターに係る報告、検査等） 

第四十一条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要が
あると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報
告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しく
は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ
る。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
してはならない。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十六条繰下・一部改正） 
（指定の取消し等） 

第四十二条 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の指定を取り消すことができる。 
一 第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれかに違反

したとき。 
二 第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務

を行ったとき。 
三 第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき。 
四 第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 
五 センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 
六 不正な手段により指定を受けたとき。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しな
ければならない。 

（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十七条繰下・一部改正） 
第九章 罰則 

（平一七法一二〇・旧第五章繰下、平二五法二〇・旧第七章繰下） 
第四十三条 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処

する。 
（平二五法二〇・追加） 

第四十四条 第十三条第一項、第十五条第四項又は第二十七条第四項の規定による報
告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 
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（平一七法一二〇・旧第十四条繰下・一部改正、平二五法二〇・旧第二十八
条繰下・一部改正） 

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 
二 第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者 
三 第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は

忌避した者 
四 第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若

しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 
五 第三十九条第二項の規定に違反した者 
六 第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした

者 
（平一七法一二〇・追加、平二五法二〇・旧第二十九条繰下・一部改正） 

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 

（平一七法一二〇・旧第十六条繰下、平二五法二〇・旧第三十条繰下・一部
改正） 

附 則 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。 

（平成七年政令第四二八号で平成七年一二月二五日から施行） 
（平二五法二〇・旧第一項・一部改正） 

（機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限） 
第二条 第二十九条の規定により機構が委託に基づき行う業務は、当該委託に係る契

約が平成二十七年十二月三十一日までに締結される場合に限り行うことができる。 
（平一七法一二〇・全改、平二五法二〇・旧第二項・一部改正） 

（要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等） 
第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急

に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるもの（要安全確認計画記載
建築物であって当該要安全確認計画記載建築物に係る第七条各号に定める期限が平
成二十七年十二月三十日以前であるものを除く。以下この条において「要緊急安全
確認大規模建築物」という。）の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物につ
いて、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を同月三十
一日までに所管行政庁に報告しなければならない。 
一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利

用する既存耐震不適格建築物 
二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主とし

て利用する既存耐震不適格建築物 
三 第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物 

２ 第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊急安全確
認大規模建築物であるものについて、第十四条及び第十五条の規定は要緊急安全確
認大規模建築物については、適用しない。 

３ 第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模
建築物について準用する。この場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並
びに第九条及び第十三条第一項中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、
第九条中「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」
と、第十三条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準
用する第八条第一項」と読み替えるものとする。 
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４ 前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以
下の罰金に処する。 

５ 第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五
十万円以下の罰金に処する。 

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対しても当該各項の刑を科する。 

（平二五法二〇・追加） 
附 則 （平成八年三月三一日法律第二一号） 抄 

（施行期日） 
１ この法律は、平成八年四月一日から施行する。 

附 則 （平成九年三月三一日法律第二六号） 抄 
（施行期日） 

１ この法律は、平成九年四月一日から施行する。 
（経過措置） 

２ 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第一条の規定による改正
後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表一の項及び四の項から六の項まで、第三
条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項並び
に第八条の二第二項の表二の項及び三の項並びに第四条の規定による改正後の建築
物の耐震改修の促進に関する法律第十条の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一
日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公
庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例によ
る。 

４ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ 
○中央省庁等改革関係法施行法（平成一一法律一六〇）抄 

（処分、申請等に関する経過措置） 
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称す

る。）の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承
認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほ
か、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づい
て、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知そ
の他の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされてい
る申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等
の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関
に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提
出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の
日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほ
か、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に
より相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない
とされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施
行後の法令の規定を適用する。 
（従前の例による処分等に関する経過措置） 

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関が
すべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は
従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の
定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の
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規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がす
べきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。 
（罰則に関する経過措置） 

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な
お従前の例による。 
（政令への委任） 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並
びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な
経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一

部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三
百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四
条の規定 公布の日 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ 
附 則 （平成一七年七月六日法律第八二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一七年一一月七日法律第一二〇号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。 

（平成一八年政令第七号で平成一八年一月二六日から施行） 
（処分、手続等に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律（次項におい
て「旧法」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この
法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「新法」とい
う。）の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続そ
の他の行為とみなす。 

２ 新法第八条及び第九条の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又は第九
条第一項の規定により申請があった認定の手続について適用し、この法律の施行前
に旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定により申請があった認定の手続につい
ては、なお従前の例による。 
（罰則に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。 
（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政
令で定める。 
（検討） 

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置
を講ずるものとする。 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ 
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平
成一八法律五〇）抄 

（罰則に関する経過措置） 
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第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例による
こととされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。 
（政令への委任） 

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又
は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄 
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二〇年一二月一日） 
（平二三法七四・旧第一項・一部改正） 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ 
附 則 （平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下こ
の条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例
によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用
については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二五年五月二九日法律第二〇号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。 

（平成二五年政令第二九三号で平成二五年一一月二五日から施行） 
（処分、手続等に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定によっ
てした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の建築物の耐震改
修の促進に関する法律（附則第四条において「新法」という。）の規定に相当の規
定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 
（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令
で定める。 
（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置
を講ずるものとする。 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五四号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。 

（平成二七年政令第一〇号で平成二七年六月一日から施行） 
附 則 （平成三〇年六月二七日法律第六七号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 
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（令和元年政令第二九号で令和元年六月二五日から施行） 
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（２）耐震改修促進法施行令 

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 

（平成七年十二月二十二日政令第四百二十九号） 

最終改正： 平成三〇年一一月三〇日同第三二三号 

 

 

内閣は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第二
条、第四条第一項から第三項まで及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 
第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第三項

ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）
第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法
第六条第一項第四号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可
を必要とするものを除く。）以外の建築物とする。 

２ 法第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三
第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物
（第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を
特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。）とする。 
一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一

項第四号に規定する延べ面積をいう。）が一万平方メートルを超える建築物 
二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条

（同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）（市町村都
市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄
物処理施設に係る部分に限る。）並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令
及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 

（平一八政八・追加） 
（都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物） 

第二条 法第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施
設である建築物とする。 
一 診療所 
二 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第四号に規定する電気

通信事業の用に供する施設 
三 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十六号に規定する

電気事業の用に供する施設 
四 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十一項に規定するガス事

業の用に供する施設 
五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律

第百四十九号）第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 
六 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項に規定する水道事業又

は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する施設 
七 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規定する公共下水道

又は同条第四号に規定する流域下水道の用に供する施設 
八 熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第二項に規定する熱供給

事業の用に供する施設 
九 火葬場 
十 汚物処理場 
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十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号。次
号において「廃棄物処理法施行令」という。）第五条第一項に規定するごみ処理
施設 

十二 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物
の処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた
廃棄物のみの処理を行うものを除く。） 

十三 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項に規定する鉄道事
業の用に供する施設 

十四 軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第一項に規定する軌道の用に供す
る施設 

十五 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号イに規定する一
般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設 

十六 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第二項に規定する
一般貨物自動車運送事業の用に供する施設 

十七 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第二条第八項に規定
する自動車ターミナル事業の用に供する施設 

十八 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港湾施設 
十九 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第二条に規定する空港の用に供する施

設 
二十 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基幹放送

の用に供する施設 
二十一 工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第四項に規定す

る工業用水道事業の用に供する施設 
二十二 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号に規定

する地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその
他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの 

（平二五政二九四・追加、平二八政四三・平二九政四〇・一部改正） 
（耐震不明建築物の要件） 

第三条 法第五条第三項第一号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでな
い建築物は、昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものとする。
ただし、同年六月一日以後に増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事
（次に掲げるものを除く。）に着手し、建築基準法第七条第五項、第七条の二第五
項又は第十八条第十八項の規定による検査済証の交付（以下この条において単に
「検査済証の交付」という。）を受けたもの（建築基準法施行令第百三十七条の十
四第一号に定める建築物の部分（以下この条において「独立部分」という。）が二
以上ある建築物にあっては、当該二以上の独立部分の全部について同日以後にこれ
らの工事に着手し、検査済証の交付を受けたものに限る。）を除く。 
一 建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定を受けた全体計画に係る二

以上の工事のうち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様
替の工事 

二 建築基準法施行令第百三十七条の二第三号に掲げる範囲内の増築又は改築の工
事であって、増築又は改築後の建築物の構造方法が同号イに適合するもの 

三 建築基準法施行令第百三十七条の十二第一項に規定する範囲内の大規模の修繕
又は大規模の模様替の工事 

（平二五政二九四・追加、平二七政一一・一部改正） 
（通行障害建築物の要件） 

第四条 法第五条第三項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 
一 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離

に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める距
離（これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合におい
ては、当該前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲
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において、当該前面道路の幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の
範囲において、国土交通省令で定める距離）を加えた数値を超える建築物（次号
に掲げるものを除く。） 
イ 当該前面道路の幅員が十二メートル以下の場合 六メートル 
ロ 当該前面道路の幅員が十二メートルを超える場合 当該前面道路の幅員の二

分の一に相当する距離 
二 その前面道路に面する部分の長さが二十五メートル（これによることが不適当

である場合として国土交通省令で定める場合においては、八メートル以上二十五
メートル未満の範囲において国土交通省令で定める長さ）を超え、かつ、その前
面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線ま
での水平距離に当該前面道路の幅員の二分の一に相当する距離（これによること
が不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、二メートル以
上の範囲において国土交通省令で定める距離）を加えた数値を二・五で除して得
た数値を超える組積造の塀であって、建物（土地に定着する工作物のうち屋根及
び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）をいう。）に附属
するもの 

（平三〇政三二三・全改） 
（要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査） 

第五条 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、要安全確認計画記載建築物
の所有者に対し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載
建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係
るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況（法第
七条の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させることができ
る。 

２ 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、その職員に、要安全確認計画記
載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事
現場に立ち入り、当該要安全確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計画記載建
築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させること
ができる。 

（平二五政二九四・追加） 
（多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第六条 法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 
一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 
二 診療所 
三 映画館又は演芸場 
四 公会堂 
五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 
六 ホテル又は旅館 
七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下宿 
八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 
九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類

するもの 
十 博物館、美術館又は図書館 
十一 遊技場 
十二 公衆浴場 
十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに

類するもの 
十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 
十五 工場 
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗

降又は待合いの用に供するもの 
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十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 
十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

２ 法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の
用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。）とする。 
一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計五百平

方メートル 
二 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学

校（以下「小学校等」という。）、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に
掲げる建築物（保育所を除く。） 階数二及び床面積の合計千平方メートル 

三 学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。）、病院、劇
場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若
しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数三及び床面積の合計千平方
メートル 

四 体育館 階数一及び床面積の合計千平方メートル 
３ 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四

条第一号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築
物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するもの
として国土交通省令で定める階数及び床面積の合計とする。 

（平一八政八・旧第一条繰下・一部改正、平一八政三二〇・平一九政五五・
平一九政二三五・一部改正、平二五政二九四・旧第二条繰下・一部改正、平
二六政四一二・平二七政四二一・一部改正） 

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件） 
第七条 法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。 

一 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する危険物（石
油類を除く。） 

二 危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備考第六
号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類 

三 マッチ 
四 可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるものを除く。） 
五 圧縮ガス 
六 液化ガス 
七 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する

毒物又は同条第二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。） 
２ 法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める数量（第六号及び第七号に掲げる危険物にあって
は、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。）とする。 
一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量 

イ 火薬 十トン 
ロ 爆薬 五トン 
ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個 
ニ 銃用雷管 五百万個 
ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個 
ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル 
ト 信号炎管若しくは信号火箭

せん

又は煙火 二トン 
チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は

爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量 
二 消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第三の

類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、
それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量 

三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十
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トン 
四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十

立方メートル 
五 マッチ 三百マッチトン 
六 可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるものを除く。） 二万立方メートル 
七 圧縮ガス 二十万立方メートル 
八 液化ガス 二千トン 
九 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物（液体又は気体のものに限

る。） 二十トン 
十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限

る。） 二百トン 
３ 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合にお

いては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げ
る危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商
を加えた数値が一である場合の数量とする。 

（平一八政八・追加、平二五政二九四・旧第三条繰下・一部改正） 
（所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第八条 法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる
建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。 
一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これらに類する運動施設 
二 病院又は診療所 
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 
四 集会場又は公会堂 
五 展示場 
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
七 ホテル又は旅館 
八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類

するもの 
九 博物館、美術館又は図書館 
十 遊技場 
十一 公衆浴場 
十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに

類するもの 
十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 
十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗

降又は待合いの用に供するもの 
十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般

公共の用に供されるもの 
十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 
十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園 
十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類する

もの 
十九 法第十四条第二号に掲げる建築物 

２ 法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供
する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。）とする。 
一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除く。） 

床面積の合計二千平方メートル 
二 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平方メー

トル 
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三 小学校等 床面積の合計千五百平方メートル 
四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル 

３ 前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合
における法第十五条第二項の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項
第一号から第三号までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一号から第三
号までに定める床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める床面積の
合計とする。 

（平一八政八・旧第三条繰下・一部改正、平一八政三二〇・平一九政二三
五・一部改正、平二五政二九四・旧第五条繰下・一部改正、平二六政四一
二・一部改正） 

（特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査） 
第九条 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐震

不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号
に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格
建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に
係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築
物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条第一項の特定
既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二
項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物
の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既
存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築
材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

（平一八政八・旧第四条繰下・一部改正、平二五政二九四・旧第六条繰下・
一部改正） 

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査） 
第十条 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の認

定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認
定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に
係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震診断の状況に関し報告させることが
できる。 

２ 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建
築物、基準適合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、
当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材
料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

（平二五政二九四・追加） 
（要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十一条 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築物
の区分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築
物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るも
の並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させ
ることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、その職員に、要耐震改修認定
建築物、要耐震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち
入り、当該要耐震改修認定建築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、建築設
備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

（平二五政二九四・追加） 
（独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物） 

第十二条 法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法（平
成十五年法律第百号）第十一条第三項第二号の住宅（共同住宅又は長屋に限る。）
又は同項第四号の施設である建築物とする。 
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（平一八政八・追加、平二五政二九四・旧第七条繰下・一部改正） 
附 則 

（施行期日） 
第一条 この政令は、法の施行の日（平成七年十二月二十五日）から施行する。 

（平二五政二九四・旧第一項・一部改正） 
（地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物
の要件） 

第二条 法附則第三条第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、次の各号に掲
げる要件のいずれにも該当するものとする。 
一 第八条第一項各号に掲げる建築物であること。ただし、同項第十九号に掲げる

建築物（地震による当該建築物の倒壊により当該建築物の敷地外に被害を及ぼす
おそれが大きいものとして国土交通大臣が定める危険物を貯蔵し、又は処理しよ
うとするものに限る。）にあっては、その外壁又はこれに代わる柱の面から敷地
境界線までの距離が、当該危険物の区分に応じ、国土交通大臣が定める距離以下
のものに限る。 

二 次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに
定める階数及び床面積の合計（当該イからヘまでに掲げる建築物の用途に供する
部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。）以上のものであるこ
と。 
イ 第八条第一項第一号から第七号まで又は第九号から第十六号までに掲げる建

築物（体育館（一般公共の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ。）を除
く。） 階数三及び床面積の合計五千平方メートル 

ロ 体育館 階数一及び床面積の合計五千平方メートル 
ハ 第八条第一項第八号又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除く。） 階数

二及び床面積の合計五千平方メートル 
ニ 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計千五

百平方メートル 
ホ 小学校等 階数二及び床面積の合計三千平方メートル 
ヘ 第八条第一項第十九号に掲げる建築物 階数一及び床面積の合計五千平方メ

ートル 
三 第三条に規定する建築物であること。 

２ 前項第二号イからホまでのうち二以上に掲げる建築物の用途を兼ねる場合におけ
る法附則第三条第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、前項の規定にかか
わらず、同項第一号及び第三号に掲げる要件のほか、同項第二号イからホまでに掲
げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める階数及び床面積の合
計以上のものであることに相当するものとして国土交通省令で定める要件に該当す
るものとする。 

（平二五政二九四・追加、平二六政四一二・一部改正） 
（要緊急安全確認大規模建築物に係る報告及び立入検査） 

第三条 第五条の規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。この場合
において、同条中「法第十三条第一項」とあるのは「法附則第三条第三項において
準用する法第十三条第一項」と、同条第一項中「法第七条」とあるのは「法附則第
三条第一項」と読み替えるものとする。 

（平二五政二九四・追加） 
附 則 （平成九年八月二九日政令第二七四号） 

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（平成九
年九月一日）から施行する。 

附 則 （平成一一年一月一三日政令第五号） 
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日（平成十一年五月

一日）から施行する。 
附 則 （平成一一年一〇月一日政令第三一二号） 抄 
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（施行期日） 
第一条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律（平成十年法律第五十四

号。以下「法」という。）の施行の日（平成十二年四月一日。以下「施行日」とい
う。）から施行する。 
（許認可等に関する経過措置） 

第十三条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正
前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分そ
の他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又は施行日前に法に
よる改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規
定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為（以下この条にお
いて「申請等の行為」という。）で、施行日において特別区の区長その他の機関が
これらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほ
か、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正
後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくは
この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は
申請等の行為とみなす。 

２ 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞ
れの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなけ
ればならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の
定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令に
よる改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報
告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていない
ものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそ
れぞれの政令の規定を適用する。 

附 則 （平成一一年一一月一〇日政令第三五二号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 
附 則 （平成一六年六月二三日政令第二一〇号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建

築基準法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十七号）附則第一条第一号
に掲げる規定の施行の日（平成十六年七月一日）から施行する。 

附 則 （平成一八年一月二五日政令第八号） 
この政令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の

日（平成十八年一月二十六日）から施行する。 
附 則 （平成一八年九月二六日政令第三二〇号） 

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日（平成十八年十月一日）から施行
する。 

附 則 （平成一九年三月二二日政令第五五号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 
附 則 （平成一九年八月三日政令第二三五号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 

附 則 （平成二五年一〇月九日政令第二九四号） 抄 
（施行期日） 

１ この政令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日（平成二十五年十一月二十五日）から施行する。 

附 則 （平成二六年一二月二四日政令第四一二号） 抄 
（施行期日） 

１ この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 
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（施行の日＝平成二七年四月一日） 
附 則 （平成二七年一月二一日政令第一一号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年六

月一日）から施行する。 
附 則 （平成二七年一二月一六日政令第四二一号） 

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 
附 則 （平成二八年二月一七日政令第四三号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、改正法施行日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成二九年三月二三日政令第四〇号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この政令は、第五号施行日（平成二十九年四月一日）から施行する。 
附 則 （平成三〇年一一月三〇日政令第三二三号） 

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。 
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２．用語解説 

 項目 よみがな 解説 

か 活断層 かつだんそう 最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動

することが推定される断層のこと。（断層：岩

体または地層が、剪断破壊により相対的にず

れ、食い違いが生じる現象のこと） 

き 基本方針 きほんほうしん 耐震改修促進法の第４条に定められている建

築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの基本的な方針で、実施に関する基本的な事

項、目標の設定、技術上の指針、啓発及び知識

の普及、都道府県耐震改修促進計画の策定に関

する事項を定めている。 

 

 

緊急輸送道

路 

きんきゅうゆそうど

うろ 

地震発生直後から発生する緊急輸送を円滑・確

実に実施するために必要な道路のことで、兵庫

県南部地震以降、全国の都道府県において、「緊

急輸送道路ネットワーク計画」を定め、該当路

線の耐震対策を重点的に実施している。 

さ 災害弱者 さいがいじゃくしゃ 自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知

する能力（危険察知能力）、危険を知らせる情

報を受け取る能力（情報入手・発信能力）、そ

うした危険に対して適切な行動をとる能力（行

動能力）の面で、ハンディキャップをもつ人び

とを総称する概念である。具体的には、傷病者、

身体障害者、精神障害者をはじめ、日常的には

健常者であっても理解能力や判断力をもたな

い乳幼児、体力的な衰えのある高齢者や、わが

国の地理や災害に関する知識が乏しく、日本語

の理解が十分でない外国人などを、いわゆる災

害弱者としてとらえることができるであろう。 

 

 

災害対策基

本法 

さいがいたいさくき

ほんほう 

国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護するため、防災に関し、国、地方公共団

体及びその他の公共機関を通じて必要な体制

を確立し、責任の所在を明確にするとともに、

防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災

害復旧及び防災に関する財政金融措置その他

必要な災害対策の基本を定めることにより、総

合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を

図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の

確保に資することを目的として定められた法

律。 
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 項目 よみがな 解説 

し 地震防災推

進会議 

じしんぼうさいすい

しんかいぎ 

住宅や建築物の耐震化促進を目的として国土

交通省が会議を設置。会議では、住宅・建築物

の耐震化に関する目標の設定、目標達成のため

必要となる施策、耐震改修促進法のあり方、国

民への啓発・情報提供などの推進、地震保険の

活用促進策、などが検討されている。 

 

 

地震防災対

策特別措置

法 

じしんぼうさいたい

さくとくべつそちほ

う 

地震による災害から国民の生命、身体及び財産

を保護するため、地震防災対策の実施に関する

目標の設定並びに地震防災緊急事業五箇年計

画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財

政上の特別措置について定めるとともに、地震

に関する調査研究の推進のための体制の整備

等について定めることにより、地震防災対策の

強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の

福祉の確保に資することを目的として定めら

れた法律。 

 住宅性能表

示制度 

じゅうたくせいのう

ひょうじせいど 

住宅性能表示制度とは見かけでは分からない

性能：例えば「地震や台風への対策をどの程度

しているか」とか「高齢者が住むときにどの程

度使いやすくできているか」など個々の住宅の

もつ「性能の水準」が「どの程度のものである

か」について「共通のものさしを」使って「住

宅の性能」を評価する制度である。「共通のも

のさし」には、これから住宅を取得される方々

の要求が高いと思われる９つの性能表示事項

が採用されている。 

 

 

所管行政庁 しょかんぎょうせい

ちょう 

建築主事を置く市町村の区域については当該

市町村の長をいい、その他の市町村の区域につ

いては、都道府県知事をいう。（県内では、福

岡県、福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市

が該当する） 

＊建築主事とは、自治体の行政機関のひとつ

で、新しく建てられる建物の敷地、構造、設

備が建築基準法その他の法令に適合してい

るかどうかを審査するところ。 

 

 

新耐震基準 しんたいしんきじゅ

ん 

昭和 53 年の宮城沖地震の後、昭和 56 年６月

建築基準法の改正により新耐震基準が施行さ

れた。新耐震基準の考え方は、中規模の地震（震

度５強程度）に対しては、ほとんど損傷を生じ

ず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震

（震度６強から震度７程度）に対しては、人命

に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じな

いことを目標としたものである。 
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た 耐震改修 たいしんかいしゅう 耐震診断によって、不足している部分を改める

こと。壁を新たに作ったり、接合部を強くした

りと様々な方法がある。耐震改修を行う場合、

建築基準法の特例（緩和）や建築確認手続きの

特例、各種の低利融資等を受けるためには、耐

震改修促進法第５条第１項に規定する「耐震改

修計画の認定」の申請をして、この法律を所管

する「所管行政庁」の認定を受ける必要がある。 

 

 

耐震改修支

援センター 

たいしんかいしゅう

しえんせんたー 

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援

することを目的として設立された法人その他

営利を目的としない法人であって、国土交通大

臣が指定するもの。認定建築物である特定建築

物の耐震改修に必要な資金の貸付けに係る債

務の保証、建築物の耐震診断及び耐震改修に関

する情報及び資料の収集、整理及び提供等の業

務を行う。 

 耐震改修促

進計画 

たいしんかいしゅう

そくしんけいかく 

耐震改修促進法に定められた国の基本方針に

おいて、都道府県は耐震改修促進計画の策定が

義務づけられた。計画では、目標を定め、耐震

改修等の施策や普及啓発に関する事項等を定

めることとされており、特に公共建築物につい

ては、耐震診断の実施・結果公表、具体的な耐

震化の目標設定、整備プログラム策定等により

重点化を図り、着実な耐震性の確保を図るもの

とされている。また、市町村においては、基本

方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案し

て、計画の策定に努めるものとしている。 

 

 

耐震改修促

進法 

たいしんかいしゅう

そくしんほう 

地震による建築物の倒壊等の被害から国民の

生命、身体及び財産を保護するため、平成７年

10 月に制定された法律（正規には「建築物の

耐震改修の促進に関する法律」という。）。近年

の大地震の頻発や東海地震、東南海・南海地震、

首都圏直下型地震の発生の切迫性などから、平

成 18 年１月 26 日から「建築物の耐震改修の

促進に関する法律の一部を改正する法律」が施

行されている。 

 

 

耐震化率 たいしんかりつ 建築基準法の耐震基準を満足している建築物

数の割合。耐震基準を満足している建築物は、

昭和 56 年以降に建築されたもの、昭和 56 年

以前に建築された建築物のうち耐震診断の結

果耐震性ありと診断されたもの及び耐震改修

を行ったものが計上される。 
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た 

 

耐震診断 たいしんしんだん 建物について、築年や地盤の情報、壁の位置や

屋根の使用などを調査し、地震に対する強さを

総合的に検討すること。 

 

 

耐震診断ア

ドバイザー 

たいしんしんだんあ

どばいざー 

耐震診断について、適切なアドバイスや情報提

供を行う専門家。福岡県では昭和 56 年以前に

建築された木造戸建て住宅を対象としてアド

バイザーの派遣を行っている。（建築物所有者

の派遣費用負担 3,000 円） 

 

 

耐震等級 たいしんとうきゅう 建物の強さを表す指標として、品確法の住宅性

能表示での耐震等級がある。最低の基準として

建築基準法の範囲内を等級１、建築基準法の

1.25 倍の強さを等級２、建築基準法の 1.5 倍

の強さを等級３として、３段階の耐震等級が設

けられている。 

ち 地域防災計

画 

ちいきぼうさいけい

かく 

地域並びに地域の住民の生命、身体及び財産を

災害から保護し、被害を最小限に軽減し、社会

秩序の維持と公共の福祉を確保することを目

的として策定する計画。災害対策基本法第 42

条の規定及び中央防災会議が作成する「防災基

本計画」に基づき、地方防災会議が地域にかか

る防災に関する事務又は業務について各主体

の役割を明確化し、総合的な運営を計画化した

もの。 

 

 

中央防災会

議 

ちゅうおうぼうさい

かいぎ 

内閣総理大臣を会長とし、防災担当大臣や防災

担当大臣以外の全閣僚、指定公共機関の長、学

識経験者からなる会議。防災基本計画、地域防

災計画、非常災害の際の緊急措置に関する計画

等の作成及びその実施の推進、防災に関する重

要事項の審議や内閣総理大臣及び防災担当大

臣への意見の具申などを主な役割とする。 

と 都市計画法 としけいかくほう 都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制

限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な

事項を定めることにより、都市の健全な発展と

秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発

展と公共の福祉の増進に寄与することを目的

として定められた法律。都市計画は、農林漁業

との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都

市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこ

と並びにこのためには適正な制限のもとに土

地の合理的な利用が図られるべきことを基本

理念として定めるものとする。 
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と 

 

土砂災害防

止法 

どしゃさいがいぼう

しほう 

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害

のおそれのある区域についての危険の周知、警

戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、

既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進し

ようと定められた法律。 

 

 

特定行政庁 とくていぎょうせい

ちょう 

建築主事を置く市町村の区域については当該

市町村の長をいい、その他の市町村の区域につ

いては、都道府県知事をいう。（県内では、福

岡県、福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市

が該当する） 

＊建築主事とは、自治体の行政機関のひとつ

で、新しく建てられる建物の敷地、構造、設

備が建築基準法その他の法令に適合してい

るかどうかを審査するところ。 

 

 

特定建築物 とくていけんちくぶ

つ 

学校、体育館、幼稚園、老人ホーム等多数の者

が利用する建築物のうち一定の規模以上もの、

危険物を取り扱う建築物、道路を閉塞させる建

築物をいう。 

 

 

特定優良賃

貸住宅 

とくていゆうりょう

ちんたいじゅうたく 

国や地方自治体が家賃の一部を一定期間補助

することにより、入居者の家賃負担を軽くする

制度が適用された賃貸住宅。この制度が受けら

れる住宅は、自治体の定める厳しい建築基準に

合格して認定を受けた良質で確かな物件であ

る。 

ほ 防災拠点建

築物 

ぼうさいきょてんけ

んちくぶつ 

地震などの大規模な災害が発生した場合に、被

災地において救援、救護等の災害応急活動の拠

点となる建築物。 

み 密集市街地

における防

災街区の整

備の促進に

関する法律 

みっしゅうしがいち

におけるぼうさいが

いくのせいびのそく

しんにかんするほう

りつ 

密集市街地について計画的な再開発又は開発

整備による防災街区の整備を促進するために

必要な措置を講ずることにより、密集市街地の

防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ

健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与す

ることを目的として定められた法律。 

＊密集市街地とは、当該区域内に老朽化した木

造の建築物が密集しており、かつ、十分な公

共施設がないことその他当該区域内の土地

利用の状況から、その特定防災機能が確保さ

れていない市街地をいう。 

＊防災街区とは、その特定防災機能が確保さ

れ、及び土地の合理的かつ健全な利用が図ら

れた市街地をいう。 

 


